
平成２３年度 補助事業審査・評価委員会 評価作業部会 審議概要 

（第１回・第２回） 

 

 

 

１．評価作業部会の設置 

「審査・評価委員会に於ける評価関連の審議に資するため、評価に関する課題を集中的に審

議しその結果を同委員会に報告することを目的に、機械・公益の各審査・評価委員会の評価

専門委員からなる評価作業部会を設置する。」ことについて、平成２３年度第２回機械振興補

助事業審査・評価委員会（H23.7.7）及び、同第７回公益事業振興補助事業審査・評価委員会

（H23.7.8）において承認された。 

 
２．評価作業部会の開催（平成２３年度内に４回開催予定） 

(1) 第１回 開催日時：平成２３年８月１日（金）１３：００～１５：３０ 

開催場所：財団法人 ＪＫＡ ７Ａ会議室 

出席者：大島 巌、早野 透、高千穂安長、丹羽冨士雄、吉岡 忍 

（五十音順・敬称略）※丹羽部会員が部会長に就任 

（事務局）笹部俊雄、池田稔、佐藤弘和、木村友実 

議題：(1) ＪＫＡ補助事業評価（マニュアル）の改正について（案） 

(2) その他 

(2) 第２回 開催日時：平成２３年９月３０日（金）１５：００～１７：００ 

開催場所：財団法人 ＪＫＡ ７Ａ会議室 

出席者：丹羽冨士雄（部会長）大島 巌、川戸 恵子、早野 透、 

高千穂安長、山谷清志（五十音順・敬称略） 

（事務局）笹部俊雄、佐藤弘和、渡邊修功、木村友実 

議題：(1) ＪＫＡ補助事業評価について 

(2) その他 

報告事項：ＪＫＡ一次評価（案）の一部試行について 

(3) 今後の開催予定 

・第３回  平成２３年１１月２５日（金）１５：３０～１７：３０ 

・第４回  平成２４年１月中旬頃 
 

３．第１回、２回の主な審議内容 

ＪＫＡ補助事業評価の目的を再確認のうえ、評価の枠組み（評価の流れ、評価手法）及び評

価結果の公表のあり方について議論した。 

(1) ＪＫＡ補助事業評価の目的について 

評価結果の公表することにより、補助事業の透明性の確保と社会的説明責任を果たし、

社会一般に対しＪＫＡ補助事業の更なる周知と理解促進を目指すことを主眼とする。 
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 (2) 評価の枠組み（評価の流れ及び評価手法）について 

個々の補助事業を「木」、ＪＫＡ補助事業の全体像を「森」になぞらえ、「個々の補助事

業（木）の評価」から「ＪＫＡ補助事業の全体像（森）の評価」に至る、評価の手法等に

ついて議論した。 

また、「評価情報の収集にあたっては、評価対象数を踏まえ、なるべく負荷のかからない

効率的な手法を考案する必要がある。」との意見があった。 
【個々の補助事業（木）の評価】 

① 審査担当委員の「チェック」について 
・ ＪＫＡ一次評価の内容 

・ 審査時に実施条件を付与していればその達成状況 

・ 事業の実施状況、結果・成果 

② ＪＫＡ一次評価について 
・自己評価に基づく評価 

「事前計画／自己評価書」の評価項目のうち、「目標の達成度」、「事業の成果・波及」

を、評価項目とする。 
・事業の促進・阻害要因の自己分析に基づく評価 

自己評価の一部について、「事業の促進・阻害要因分析シート（案）」による内部・

外部要因の自己分析を補完的に実施する。 
【ＪＫＡ補助事業の全体像（森）の評価】 

JKA 一次評価の分析を基に、ＪＫＡ補助事業の状況について仮説を構築し、評価する。 
なお、分析項目及び整理・分析手法については、事業分野別の特徴を踏まえ、具体的事

例を通して、引き続き検証していく。 
(3) 評価結果の公表にあたって 

評価結果の公表は、評価結果を適切にフィードバックすることにより、個々の補助事業

者の事業改善と、ＪＫＡ補助事業の更なる向上を目指すことを目的とするが、公開する場

合、JＫＡ補助事業評価が当該補助事業者の社会的評価と誤解されない工夫が必要である。 
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0
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直
後

内
 
容

終
了
１
年
後

9
点
以
上

7
～
8
点

 
①
事
業
を
着
実
に
実
施
で
き
た
か

 
②
事
業
の
成
果
を
達
成
で
き
た
か

 
①
目
標
ど
お
り
に
情
報
を
発
信
で
き
た
か
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補
助
事
業
者
名

補
助

事
業

名

2
3

○
○
○

項
　
番

総
項
目
数

事
業

項
目
名

作
成
者

要
因

の
所

在
促

進
阻

害
要

因
具

体
的

な
内

容

競
合
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
事
業
の
出
現

関
連
法
制
度
の
変
更

利
害
関
係
者
（
受
益
者
以
外
）
の
要
望
等
へ
の
対
応

災
害
の
発
生
（
地
震
、
洪
水
等
）

そ
の
他

受
益
者
の
規
模
・
ニ
ー
ズ

実
施
体
制
以
外
の
団
体
等
の
協
力
・
支
援

内
部
要
因

外
部
要
因

整
理

番
号
/
補
助
事
業
番
号

経
費

実
施
体
制
（
人
員
、
関
係
機
関
の
協
力
等
の
確
保
）

資
材
調
達
（
事
業
実
施
に
必
要
な
物
資
等
の
確
保
）

実
施
期
間
（
事
業
終
了
ま
で
に
要
す
る
期
間
）

事
業
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
（
進
捗
管
理
、
資
金
管
理
等
）

設
計
仕
様
の
変
更
（
主
に
建
築
）

そ
の
他

該
当
す

る
も
の
に
○
 

自
由
記
述
 

 
①

「
『
事
業
の
実
施
』
の
目
標
達
成
を
促
し
た

(阻
害
し
た

)」
と
自
ら
が
考
え
る
要
因
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
②

 
①
で
選
択
し
た
「
促
し
た

(阻
害
し
た

)」
の
具
体
的
な
内
容
を
記
述
し
て
く
だ
さ
い
。
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0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

非
常

災
害

の
援

護

地
域

振
興

社
会

福
祉

の
増

進
（
そ

の
他

）

社
会

福
祉

の
増

進
（
障

害
者

）

社
会

福
祉

の
増

進
（
高

齢
者

）

社
会

福
祉

の
増

進
（
児

童
）

公
益

の
増

進
（
新

世
紀

）

公
益

の
増

進
（
一

般
）

公
益

の
増

進
（
重

点
）

計
画

以
上

（
A

+
以

上
）

計
画

通
り

（
A

)
計

画
以

下
（
B

以
下

）

Ｊ
Ｋ
Ａ
補
助
事
業
の

全
体
像
（
森
）
の
評
価
の
と
り
ま
と
め
方
針
（
案
）
 

 

1.
 目

的
 

個
々
の

補
助
事

業
（
木

）
の

自
己

評
価

を
受

け
て

実
施

す
る

「
Ｊ

Ｋ
Ａ

一
次
評
価

」
の

評
価
及
び

、
自
己

評
価
の

一
部

に
つ
い

て
、

補
完
的
に

実
施
す

る
「
事

業
の

促
進
・

阻
害

要
因

分
析

シ

ー
ト
（
案
）
」
に
よ

る
内
部

・
外

部
要

因
の

自
己

分
析

に
よ

り
、

Ｊ
Ｋ

Ａ
補

助
事

業
の
状

況
に
つ
い
て

仮
説
を

構
築
し

、
評
価

す
る
。

 

 2.
 分

析
方

法
 

視
点

 
対

象
 

分
析

 

(1
) 

目
標

の
達

成
状

況
の

傾
向

把
握

 

①
 
目

標
の

達
成

度
（

評
価

点
）

 

②
 
事

業
の

成
果

・
波

及
（

評
価

点
）

 

③
 
総

合
評

価
結

果
 

・
目
標
別

（
社
会

的
弱
者

の
安
全

・
安
心

の
確
保
等
）

 
・
事
業
分

野
別
（

高
齢
者

、
障
害

者
、
国

際
交
流
等
）

 
・
事
業
形

態
別
（

セ
ミ
ナ

ー
、
調

査
・
研

究
、
機
器
設

置
等
）

 
・
実
施
主

体
別
（

社
会
福

祉
法
人

、
N

PO
、

大
学
、
公

設
試
等

）
 

等
の
観
点

か
ら
分

析
し
、

そ
の
傾

向
を
評

価
す
る
。

 
  

（
分
析

イ
メ
ー

ジ
は
下

記
を
参

照
）

 

(2
) 

事
業

の
促

進
・
阻

害
要

因
の

傾
向

把
握

 

事
業

の
実

施
・

成
果

の
目

標
達

成
を

促
進

し
た

（
阻
害

し
た
）
、

内
部
・

外
部

要
因

の
自

己
分

析
情

報
 

※
平
成

2
4
年
度
以
降
の
自
己
評
価
に
は
、
当
該
自

己
分
析
を
評
価
項
目
と
し
て
追
加

す
る
。
 

（
分
析

イ
メ
ー
ジ

例
）

 
 
(1

) 
目

標
の

達
成

状
況

の
傾

向
把

握
 

関
連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2

) 
事

業
の

促
進

・
阻

害
要

因
の

傾
向

把
握

 
関

連
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
【
「
事
業
分

野
別
」
の

観
点
か

ら
分

析
し

た
場

合
の

イ
メ

ー
ジ

例
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「

実
施
主

体
別
（

社
会
福

祉
法
人

）
」
の
観
点

か
ら
分

析
し
た

場
合
の

イ
メ

ー
ジ

例
】

 

  

※
分

析
す
る

内
容
に

よ
っ
て

は
、
対

象
と
な

ら
な
い

要
因
も

あ
る

。
 

(N
PO

) 

計
画

以
上

/
通

り
計

画
以

下

（
促

進
要

因
）

（
阻

害
要

因
）

内
部

経
費

7
5
%

4
1
%

実
施

体
制

6
0
%

7
0
%

資
材

の
調

達
1
0
%

2
0
%

実
施

期
間

5
%

6
7
%

運
営

の
ノ

ウ
ハ

ウ
・
ス

キ
ル

4
3
%

1
0
%

設
計

仕
様

の
変

更
1
%

1
2
%

そ
の

他
4
%

6
%

外
部

受
益

者
の

規
模

・
ニ

ー
ズ

7
%

4
5
%

実
施

体
制

以
外

の
団

体
等

の
協

力
・
支

援
2
1
%

2
%

関
連

法
制

の
変

更
3
%

7
%

利
害

関
係

者
(受

益
者

以
外

)の
要

望
等

へ
の

対
応

－
3
0
%

災
害

の
発

生
 

－
5
2
%

同
様

の
技

術
開

発
 

－
8
%

競
合

す
る

サ
ー

ビ
ス

・
事

業
の

出
現

 
－

3
%

そ
の

他
2
%

3
%

一
次

評
価

結
果

要
因

多
く
の
補
助
事
業
者
が
促
進
・
阻
害
要
因
と
し
て
回
答
し
た

要
因
に
注
目
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